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児
童
手
当
は
、
毎
年
６
月
に

現
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
該
当

の
方
に
は
、
６
月
中
に
郵
便
で

送
付
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
、

提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
早

め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
の
に
現
況
届
が
届
い
て

い
な
い
場
合
は
、
問
合
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

《
栃
木
地
域
》

 

こ
ど
も
課 

☎
21
‐
２
５
１
２

《
大
平
地
域
》　

ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ

ザ
内  

 

健
康
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎
45
‐
１
７
８
８

《
藤
岡
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎
62-

０
９
０
４

《
都
賀
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎
29-

１
１
０
３

《
西
方
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎
92-

０
３
１
２

　

毎
年
８
月
に
、
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
提
出
が
な
い

場
合
は
、
８
月
分
か
ら
の
手
当

が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
２
年
間
現
況
届
が
未

提
出
の
場
合
は
、
時
効
に
よ
り

受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
全
部
支
給
停
止
の
方
も
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
給
資
格
者
に
は
、

個
別
に
通
知
を
お
送
り
し
ま

す
。　

◆
期
間　

８
月
７
日
（
火
）
～

８
月
10
日
（
金
）

◆
提
出
場
所

《
栃
木
地
域
》 

福
祉
庁
舎
内 

   

こ
ど
も
課 

《
大
平
地
域
》 

ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ

ザ
内 

 

健
康
福
祉
課　
　
　

 

《
藤
岡
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

《
都
賀
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

《
西
方
地
域
》

 

健
康
福
祉
課

　

※
他
の
地
域
に
は
書
類
の
用

意
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

お
住
ま
い
の
地
域
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
ど
も
課    

☎
21
‐
２
５
１
１

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
２

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

◆
概
要  

　

障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
病

気
や
ケ
ガ
の
『
初
診
日
が
65
歳

未
満
』
の
方
が
、
一
定
の
障
が

い
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＜申込期間＞　9 月３日（月）～ 28 日 ( 金 )
＜申込場所＞　・保育園　本庁こども課、各総合支所健康福祉課こども担当または各保育園
　　　　　　　・幼稚園　各幼稚園
＜対　　象＞　平成 25 年度に入園を希望する方（年度途中からの入園希望を含む）

区分 保育園名 電話 施設見学会

公
　
　
　
立

栃
　
木

いまいずみ保育園　 ☎ 22 ‐ 1022

9 ／ 3（月）

　　４（火）

受
付
13
時
30
分

いりふね保育園　 ☎ 22 ‐ 2483
おおつか保育園　 ☎ 27 ‐ 5343
はこのもり保育園　 ☎ 23 ‐ 4827
そのべ保育園　 ☎ 24 ‐ 6245
ぬまわだ保育園　 ☎ 24 ‐ 8522

大
平

大平西保育園　 ☎ 43 ‐ 2545
大平南第１保育園　 ☎ 43 ‐ 2704
大平南第２保育園　 ☎ 43 ‐ 7232
大平東保育園　 ☎ 43 ‐ 5192

藤
岡

三鴨保育園　 ☎ 62 ‐ 2850
赤麻保育園　 ☎ 62 ‐ 3192
部屋保育園　 ☎ 67 ‐ 2150
藤岡保育園　 ☎ 62 ‐ 3749

都
賀都賀よつば保育園 ☎ 29 ‐ 1234

西
方

認定西方なかよしこ
ども園（西方保育園）☎ 92 ‐ 2900

私
　
立

栃
木

さくら保育園　 ☎ 24 ‐ 3900 ８／ 25（土）
受
付
10
時

さくら第２保育園　 ☎ 24 ‐ 3900
ひがしのもり保育園 ☎ 28 ‐ 0038 ８／ 27（月）
けやき保育園　 ☎ 23 ‐ 8905 ８／ 28（火）

大
平

大平中央保育園　 ☎ 43 ‐ 7708 ８／ 30（木）
ひかり保育園　 ☎ 43 ‐ 8511 ９／ 12（水）9 時

　

保
育
園
は
、
保
護
者
や
家
族
が
働
い
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
、
子
ど
も
を

日
中
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
保
護
者
に
代
わ
っ
て
保
育
す
る
と
こ

ろ
で
す
。
入
園
は
、
保
護
者
な
ど
が
保
育
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
条
件

に
な
り
ま
す
。

　

施
設
見
学
会　

各
保
育
園
で
左
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
。（
申
込
不
要
）

　

幼
稚
園
は
、
幼
児
の
た
め
に
幼
児
期
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
す
る
と

こ
ろ
で
す
。
市
内
の
幼
稚
園
で
は
、
来
年
度
の
入
園
児
募
集
を
９
月
３

日
（
月
）
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
市
内
の
幼
稚
園
が
統
一
し
て
募
集
を
行
う
も
の
で
、
公
教

育
の
立
場
か
ら
、
募
集
の
た
め
の
訪
問
や
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
等
の

送
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
希
望
す
る
幼
稚
園
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
幼
稚
園
名

　
【
私　

立
】

・
栃
木
幼
稚
園
（
旭
町
／
☎
24
‐
４
８
０
２
）

・
若
葉
幼
稚
園
（
小
平
町
／
☎
24
‐
４
０
７
５
）

・
ア
ル
ス
幼
稚
園
（
片
柳
町
１
丁
目
／
☎
22
‐
０
８
２
４
）

・
ア
ル
ス
南
幼
稚
園
（
沼
和
田
町
／
☎
23
‐
７
１
５
５
）

・
お
お
み
や
幼
稚
園
（
大
宮
町
／
☎
28
‐
０
０
３
８
）

・
國
學
院
大
學
栃
木
二
杉
幼
稚
園
（
片
柳
町
５
丁
目
／
☎
22
‐
３
１
７
５
）

・
平
川
幼
稚
園
（
大
宮
町
／
☎
27
‐
０
２
３
６
）

・
栃
木
み
ど
り
幼
稚
園
（
本
町
／
☎
23
‐
８
１
３
２
）

・
吹
上
幼
稚
園
（
吹
上
町
／
☎
31
‐
１
５
４
３
）

・
お
お
ひ
ら
ふ
じ
幼
稚
園
（
大
平
町
富
田
／
☎
43
‐
３
６
６
５
）

・
大
平
み
な
み
幼
稚
園
（
大
平
町
西
水
代
／
☎
43
‐
３
８
１
０
）

・
バ
ン
ビ
幼
稚
園
（
藤
岡
町
大
前
／
☎
62
‐
５
４
３
１
）

・
ふ
じ
お
か
幼
稚
園
（
藤
岡
町
藤
岡
／
☎
61
‐
１
１
５
２
）

・
つ
が
幼
稚
園
（
都
賀
町
家
中
／
☎
27
‐
７
１
５
５
）

　
【
公　

立
】

・
認
定
西
方
な
か
よ
し
こ
ど
も
園
（
西
方
町
本
郷
／
☎
92
‐
２
９
０
０
）

　
（
西
方
幼
稚
園
）
※
西
方
町
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
方
に
限
る
。

◇
問
合
先

 

こ
ど
も
課　

 

☎
21
‐
２
５
１
９

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐
１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐
０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐
１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐
０
３
１
２

平
成
25
年
度
　
保
育
園
・
幼
稚
園
の
入
園
申
込
み

◆
年
金
額
（
年
額
）

○
１
級
障
が
い  

98
万
３
千
１
０
０
円

○
２
級
障
が
い

  

78
万
６
千
５
０
０
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異

な
り
ま
す
。

◆
年
金
受
給
要
件

  

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち

保
険
料
の
未
納
が
３
分
の
１
以

上
あ
る
場
合
は
、
障
害
基
礎
年

金
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
必
ず
事
前
に
ご
相
談
を  

　

ご
相
談
の
際
に
は
、
初
診
日

と
通
院
歴
を
お
調
べ
の
う
え
、

年
金
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
初
診
日
が
厚
生
年
金
期
間

中
又
は
第
３
号
被
保
険
者
期
間

中
の
場
合
の
相
談
先
は
、
年
金

事
務
所
に
な
り
ま
す
。

 

保
険
医
療
課 

☎
21
‐
２
１
５
５

 

生
活
環
境
課 

☎
43
‐９
２
１
６

 

生
活
環
境
課 

☎
62
‐０
９
０
３

 

生
活
環
境
課 

☎
29
‐１
１
０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
92
‐０
３
０
７

栃
木
年
金
事
務
所

 

☎
22
‐
４
１
３
４

　

狭
あ
い
道
路
は
日
常
生
活
を

送
る
う
え
で
、
交
通
や
安
全
の

問
題
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

緊
急
時
や
災
害
時
に
緊
急
車
両

の
乗
り
入
れ
が
で
き
な
い
な

ど
、
消
防
・
救
急
活
動
に
大
き

く
支
障
を
き

た
し
ま
す
。

　

本
市
で
は
、

こ
れ
ら
の
問

題
を
解
消
す

る
た
め
、
新
た

に
建
築
行
為

が
あ
る
際
、
狭
あ
い
道
路
の
後

退
用
地
を
市
に
寄
付
す
る
場
合

に
必
要
な
分
筆
測
量
費
又
は
塀

等
解
体
撤
去
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

◇
対
象
道
路

　

幅
員
４
㍍
未
満
の
市
道
又
は

法
定
外
公
共
物
で
、
建
築
基
準

法
第
42
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
さ
れ
た
道
路
（
道
路

種
別
は
、
お
手
数
で
す
が
本
庁

建
築
指
導
課
で
確
認
く
だ
さ

い
）。

◇
補
助
金
額　

　

○
分
筆
測
量
費
30
万
円
限
度

　

○
塀
等
解
体
撤
去
費
10
万
円

限
度

　

＊
そ
の
他
諸
条
件
あ
り
。

　

詳
細
は
問
合
先
へ

 

建
築
指
導
課 

☎
21
‐２
６
２
７

 

都
市
整
備
課 

☎
43
‐９
２
１
４

 

都
市
建
設
課 

☎
62
‐０
９
０
８

 

都
市
建
設
課 

☎
29
‐１
１
０
５

 

産
業
建
設
課 

☎
92
‐０
３
１
４

ハ
ッ
ピ
ー
子
育
て

             

ほ
め
る
こ
と

　

子
ど
も
を
ほ
め
る
こ
と

は
、
子
ど
も
の
や
る
気
を

高
め
た
り
、
子
ど
も
が
自

分
の
よ
さ
や
が
ん
ば
り
に

気
付
い
た
り
、
自
信
を
も
っ

た
り
す
る
上
で
大
切
な
こ

と
で
す
。
一
般
的
に
、
子

ど
も
を
ほ
め
て
育
て
る
こ

と
は
有
効
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
ほ
め
る
理

由
が
、
子
ど
も
が
親
に
と
っ

て
都
合
の
よ
い
こ
と
を
し

た
か
ら
と

か
、
親
の

言
っ
た
と

お
り
に
な
っ

て
い
る
か
ら

と
い
っ
た
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
繰

り
返
さ
れ
ま
す
と
、
親
に

ほ
め
ら
れ
た
い
た
め
に
、

行
動
を
す
る
こ
と
に
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

自
分
の
行
動
が
よ
い
か
ど

う
か
の
判
断
基
準
が
、
ほ

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
置

か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

何
か
を
や
っ
て
も
、
ほ

め
ら
れ
る
と
い
う
見
返
り

が
な
い
と
、
や
る
気
が
失

わ
れ
た
り
傷
付
い
た
り
し

ま
す
。

　

親
と
し
て
、
子
ど
も
を

ど
の
よ
う
な
時
に
ほ
め
て

い
る
の
か
、
振
り
返
っ
て

み
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。 

生
涯
学
習
課　

☎
21
‐
２
７
３
１

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

狭
あ
い
道
路
拡
幅
を
助
成

児
童
手
当
の
現
況
届
は

　
　
お
済
み
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
受
給

資
格
者
の
皆
様
へ


